
　
保
育
所
は
、
家
庭
で
の
保
育
に

欠
け
る
児
童
を
入
所
さ
せ
る
児
童

福
祉
施
設
で
、
保
育
所
に
入
所
で

き
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
　
　
　
　
〔
条
例
か
ら
抜
粋
〕

▼
昼
間
に
居
宅
外
で
労
働
す
る
こ

　
と
を
常
態
と
し
て
い
る
こ
と

▼
昼
間
に
居
宅
内
で
児
童
と
離
れ

　
て
、
日
常
の
家
事
以
外
の
労
働

　
を
す
る
こ
と
を
常
態
と
し
て
い

　
る
こ
と
（
育
児
・
家
事
は
入
所

　
の
理
由
に
な
り
ま
せ
ん
）

▼
妊
娠
中
で
あ
る
か
、
ま
た
は
出

　
産
後
間
が
な
い
こ
と

▼
疾
病
・
負
傷
、
ま
た
は
精
神
、

　
も
し
く
は
身
体
に
障
害
を
有
し

　
て
い
る
こ
と

▼
長
期
の
疾
病
、
ま
た
は
精
神
、

　
も
し
く
は
身
体
に
障
害
が
あ
る

　
同
居
の
親
族
を
常
時
介
護
し
て

　
い
る
こ
と

▼
震
災
・
風
水
害
・
火
災
、
そ
の

　
他
の
災
害
復
旧
に
あ
た
っ
て
い

　
る
こ
と

▼
ほ
か
、
市
長
が
特
に
必
要
と
認

　
め
た
場
合

所
の
基
準

　
入
所
申
込
書
の
受
付
と
同
時
に
、

保
護
者
と
の
面
談
を
実
施
し
ま
す
。

な
お
、
保
育
士
に
よ
る
児
童
面
接

も
あ
り
ま
す
の
で
、
第
１
希
望
保

育
所
へ
児
童
同
伴
で
お
い
で
く
だ

さ
い
。 規

入
所

１月28日�
大湊保育所 9：00～  9：40
長岡東部保育所 9：00～10：30
浜改田保育園 10：00～11：00
国府保育所 11：00～11：40
吾岡保育園 13：00～14：30
久礼田保育所 13：30～14：20
岡豊保育所 15：00～16：00

１月29日�
稲生保育所 9：00～10：00
後免野田保育所
里 保 育 所 10：30～11：30
明見保育所
あけぼの保育所 13：30～14：30
長岡西部保育所 15：00～16：00

１月30日�
大篠保育園 9：00～10：30
十市保育所 11：00～12：30

　　２月２日�～６日�
南国市役所 8：30～17：15　福祉事務所

12
月
４
日
�
か
ら
各
保
育
所
で

か
ら
各
保
育
所
で

「
保
育
要
件
確
認
書
」
を
配
布
し

ま
す
。

　
手
続
き
方
法
は
、
平
成
16
年
度

保
育
の
継
続
に
つ
い
て
〔
ピ
ン
ク

の
表
紙
〕
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

続
入
所

月
以
降
の
入
所

※文中の「保育所」は「保育園」とも読み替えてください。

�
申
込
書
等
の
配
布
場
所

�
申
込
書
等
の
配
布
場
所

�　
『
入
所
申
込
案
内
』『
入
所
の
し

お
り
』
は
、
保
育
所
・
市
役
所
総

合
窓
口
・
福
祉
事
務
所
保
育
係
に

あ
り
ま
す
。

＊
申
込
書
配
布
は
、
12
月
４
日
�

　
か
ら
で
す
。

②
申
込
期
間

②
申
込
期
間

②

／
平
成
16
年
１
月
28

　
日
�
〜
２
月
６
日

〜
２
月
６
日
�

　
▼
申
込
期
限
後
で
も
、
随
時
受

　
　
け
付
け
ま
す
。

　
▼
４
月
入
所
は
、
原
則
と
し
て
、

　
　
申
込
書
提
出
期
限
を
平
成
16

　
　
年
２
月
27
日
�
と
し
、
そ
れ

と
し
、
そ
れ

　
　
以
後
は
、
５
月
入
所
に
な
る

　
　
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　
▼
書
類
の
提
出
先
は
、
市
役
所

　
　
福
祉
事
務
所
保
育
係
で
す
。

■
受
付
期
限
／
毎
月
20
日
（
土
曜
、

　
祝
日
の
場
合
は
前
日
、
日
曜
の

　
場
合
は
前
々
日
）

■
受
付
場
所
／
市
役
所
福
祉
事
務

　
所
保
育
係

■
入
所
期
日
／
翌
月
１
日
入
所

■
住
所
地
／
入
所
月
の
１
日
現
在
、

　
南
国
市
に
住
民
登
録
の
こ
と

■
手
続
き
／
４
月
入
所
と
同
じ

③
申
込
受
付
・
面
談
期
日
と
時
間

③
申
込
受
付
・
面
談
期
日
と
時
間

③
【
備
　
考
】

　
１
月
28
日
�
〜〜
30
日
�
の
３
日
間
は
、
各
保
育
所
の
受
付
時
間
内
の
み
で
す
。

　
２
月
２
日
�
〜
６
日

〜
６
日
�
の
間
は
、
市
役
所
の
み
で
、
児
童
面
接
は
後
日
と
な
り
ま
す
。
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※
お
問
い
合
わ
せ
は

　
県
教
育
委
員
会
高
等
学
校
課

（
�
８
２
１
・
４
８
５
１
）

８
２
１
・
４
８
５
１
）ま
で

　
県
教
育
委
員
会
は
、
平
成
16
年
度

に
高
等
学
校
・
高
等
専
門
学
校
へ
の

進
学
・
修
学
を
希
望
し
な
が
ら
、
経

済
的
な
理
由
で
修
学
が
困
難
な
方
に

対
し
、
奨
学
金
を
貸
与
し
ま
す
。

　
申
し
込
み
の
状
況
に
よ
り
、
選

考
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

＊
選
考
の
場
合
…
選
考
基
準
は
、

　
「
南
国
市
保
育
所
入
所
承
諾
基

　
準
運
用
要
綱
」（
保
育
所
に
掲
示
）

　
に
基
づ
き
、
家
庭
で
の
保
育
に

　
欠
け
る
指
数
で
決
定
し
ま
す
。

＊
入
所
の
可
否

　
▼
３
月
17
日
�
ご
ろ
、
保
護
者

ご
ろ
、
保
護
者

　
　
に
通
知
し
ま
す
。

　
▼
通
知
文
書
は
、
《
新
規
入
所
》

　
　
は
郵
送
。
《
継
続
入
所
》
は

　
　
保
育
所
で
お
渡
し
し
ま
す
。

所
の
承
諾
（
決
定
）

�
募
集
開
始
年
齢
は
、
保
育
所
一

募
集
開
始
年
齢
は
、
保
育
所
一

　
覧
表
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

�
申
込
書
に
は
、
第
１
希
望
か
ら

�
申
込
書
に
は
、
第
１
希
望
か
ら

�　
第
３
希
望
の
保
育
所
ま
で
必
ず

　
お
書
き
く
だ
さ
い
。

�
す
べ
て
の
項
目
へ
の
記
入
を
お

す
べ
て
の
項
目
へ
の
記
入
を
お

　
願
い
し
ま
す
。

�
全
園
の
申
込
状
況
は
、
２
月

�
全
園
の
申
込
状
況
は
、
２
月

�

12

日
�
、
各
保
育
所
並
び
に
イ
ン

、
各
保
育
所
並
び
に
イ
ン

　
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

⑤
保
育
料
の
滞
納
が
あ
る
場
合
、

保
育
料
の
滞
納
が
あ
る
場
合
、

⑤　
完
納
の
う
え
、
手
続
き
を
お
願

　
い
し
ま
す
。

　
平
成
16
年
度
末
ま
で
の
保
育
に

欠
け
る
期
間
で
す
。

育
の
実
施
時
期

【
備
　
考
】

　
保
育
所
は
、
保
護
者
の
皆
さ
ん

が
保
育
所
を
選
択
し
、
入
所
し
て

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　
南
国
市
立
十
市
保
育
所
は
、
平

成
16
年
度
か
ら
社
会
福
祉
法
人

「
和
香
会
」
に
移
管
さ
れ
る
こ
と

※
保
育
関
係
の
お
問
い
合
わ
せ
は

福
祉
事
務
所
保
育
係

（
�
８
８
０
・
６
５
６
６
）

８
８
０
・
６
５
６
６
）ま
で

〜
平
成
16
年
４
月
１
日
か
ら
〜

に
な
り
ま
し
た
。
保
護
者
の
皆
さ

ん
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
保
育
サ
ー

ビ
ス
の
充
実
を
図
り
、
運
営
さ
れ

ま
す
。

　
ご
理
解
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
。

　小規模特認校・奈路小学校には、市内のほかの
通学区域からも入学・転学することができます。
　「地域全体が学校」という中山間小規模校なら
ではの特色ある教育環境の中で、お子さんを学ば
せてみませんか。
　応募書類は、学校教育課でお渡しします。

■募集学年／新１年生
＊兄弟がそろって応募希望されるご家庭で、１年
　生以外の学年の児童がいる場合は、ご相談くだ
　さい。
■募集人数／若干名
■入学・転学条件／学校・ＰＴＡ・地域の教育活
　動に協力でき、保護者の責任で１年以上通学さ
　せることができるなど、一定の条件を満たす方。
■募集期間／平成16年１月７日�～２月18日�

※申込先・お問い合わせは、
　学校教育課学校教育係または学校教育指導係
　　　　　　　　（�８８０ー６５６８）まで
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